
資料 美里町スポーツ施設条例の一部を改正する条例（案） 新旧対照表 
現行 改正案 備考 

第１条及び第２条 略 第１条及び第２条 略  

 （名称及び位置） （名称及び位置）  

第３条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第３条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 
略 

美里町赤谷運動場 美里町練牛字二十二号１００番地 
略 

 

名称 位置 
略 

美里町赤谷運動場 美里町練牛字赤谷二１３番地 
略 

 

 
 
字句改める 

第４条～第１０条 略 第４条～第１０条 略  

（使用料の減免） （使用料の減免）  

第１１条 町長は、スポーツ施設の使用が次の各号のいずれかに該当

するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 
第１１条 町長は、スポーツ施設の使用が次の各号のいずれかに該当

するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 
 

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略  

（６） 町内の保育所等、幼稚園、小学校又は中学校が教育目的で

使用するとき。 
（６） 町内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が保育又は教育

の目的で使用するとき。 
字句改める 

（７） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。 （７）前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの 字句改める 

第１２条～第２２条 略 第１２条～第２２条 略  

   附 則  略 
別表 別紙のとおり 

   附 則  略 
別表 別紙のとおり 

 

 


